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第 3章　他地方公共団体の類似事例の調査

調査の概要

調査結果（まとめ）

・５５００件を超えるアンケートへの回答が寄せられ
たほか、利用への関心を示す回答が８割以上を占め
るなど、子育て家庭の本施設に対する高い期待が確
認されました。

・屋内遊び場ができたら行ってみたいかについての質
問では、高い割合の利用意向が確認できました。

第 4章　本施設に関するニーズや意見

保護者等の意見

こどもの意見

（１）様々なこどもたちが遊ぶことができる環境づくり

□特に求める機能について（上位５項目）

□どんなふうに身体を動かして遊びたいかについて

□開館したら利用してみたいかについて

第 1章　基本的事項

基本計画の策定趣旨

○ 本市では、令和７年３月に「仙台市遊びの環境の充実
に向けた取組方針」を策定しました。「都市個性を生か
した、こどもの育ちと子育てを支える遊びの環境の充
実」を基本理念として、本市の都市個性を最大限に生
かしながら、こどもが様々な遊びに触れることができ
る環境づくりを進めることとしており、西公園への屋
内遊び場の整備は、その一環として取り組むものです。

〇 基本計画では、西公園への屋内遊び場の整備に際して
の施設のコンセプトや機能、整備手法など、施設整備
に関する基本的な事項を総合的に定めます。加えて、
整備方針等に基づく施設計画や動線計画のほか、管理
運営手法や利用情報などの最適な事業のあり方につい
ても、検討することとします。

計画地の現況第 2 章　整備計画地

計画地の概要

〇 本施設は、西公園南側区域下段エリアにある現在の多
目的広場内を計画地として整備を行います。

・本施設に望ましいコンセプトや求める機能について
は、いずれもこどもの体を動かす機会の提供に関す
るものが高い回答割合となるなど、遊びを通じて、
こどもが思いきり体を動かすことや、多様な運動が
できる施設を求めるニーズが確認できました。

・本アンケートでは、  「どのように体を動かして遊び
たいか」や、「どんな遊具で遊びたいか」、  「どんな
創作活動や表現遊びがしたいか」、「どんな自然遊び
をしたいか」をそれぞれ質問しましたが、どの選択
肢も３～７割程度選択されるなど、幅広い遊びの意
向をもっていることが確認できました。

【計画地の現況】 

所在地 仙台市青葉区桜ケ岡公園２番１（地番）

面積 約 4,000㎡ （多目的広場） 

土地所有者 仙台市 

現在の用途 西公園内の多目的広場 （遊び場・イベント会場等として使用）  

交通アクセス 地下鉄東西線大町西公園駅から徒歩 3分 

他の地方公共団体の屋内遊び場等の 14 施設に、アンケートや訪問での調査を実施しました。

（小学生以下のこどもの保護者等へのウェブアンケート　N=5,573）

（こども向けウェブアンケート　N=181）

（２）立体的な遊びの空間づくり

（３）保護者や同伴者の利用を考慮した施設整備

（４）遊び場を通じた賑わいづくり・まちづくり

年齢や障害の有無に関わらず、あらゆるこどもたちが遊
ぶことのできる環境づくりが、多くの施設で行われてい
ました。

遊びの空間を立体的に整備することで、施設内の空間的
資源を有効に活用する工夫が見られました。

多くの施設で、保護者や同伴者の利便性や快適性に資す
る各種設備や機能が設けられていました。

公園内に設置する類似施設の多くでは、こどもや子育て
家庭だけでなく、様々な人が訪れることのできる環境づ
くりが行われていました。

□西公園に「屋内の遊び場」ができたら、行ってみたいかについて

①本施設に対する子育て家庭の期待

②遊びを通じてこどもの体を動かす機会を
　　　　　　　　　　　　　提供する施設への意向

①西公園への遊びに対する印象

②こどもの遊びに対する多様なニーズ

■ぜひ利用してみたい

■どちらかといえば利用してみたい

■どちらともいえない・わからない

■あまり利用してみたくない

■利用してみたくない

■行ってみたい

■どちらともいえない・わからない

■行ってみたくない

のびのびと体を動かして遊べる広々とした空間

体を動かしながら遊ぶことができる遊具

外遊びや広瀬川などの自然遊びを楽しめる機能

こどもの年齢ごとの遊び場（乳幼児専用スペース等）

工作やお絵描きなどの創作活動を楽しめる空間

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

79%

78%

52%

50%

27%27%

バランス遊び（例：平均台・マット）

走って遊ぶ（例：かけっこやおにごっこ）

ボールで遊ぶ（例：ドッジボールやサッカー）

ジャンプして遊ぶ（例：なわとび・とびばこ）

リズム遊び（例：ダンス）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

70%

56%
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49%

33%

60%22%

14%
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91%

1%8%
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第 5章　施設整備方針

基本理念 コンセプト

施設の位置づけ

主な利用者

広がる遊びと、かがやくこどもの未来
～笑顔あふれる杜の都の遊び場～

〇 遊びを通じて、こどもの育ちを支えることを目的
とし、遊びの機能を中心とした施設とします。

〇 屋内の遊びのエリアについて想定する主な利用者
は、遊びを通して、発達の基盤を築くことが特に
求められるとされる「乳幼児から小学生」としま
す。また、体験や学びなどの機能は、幅広い年齢
のこどもを対象とすることも想定します。

〇 遊びはこどもの成長の原点といえるものであり、遊びの環
境の充実は、こどもの豊かな育ちに欠かせないものです。

〇 本施設は、本市における、遊びの環境の充実に向けた取組
の中で、大きな役割を果たすものです。

〇 多様で自由な遊びが広がり、それが、こどもの健やかな成
長を支え、こどもたちの明るい未来を広げることにつなが
る施設となることを目指します。

〇 立地場所である西公園は、本市の豊かな自然を象徴する広
瀬川が近くを流れるとともに、都心部と青葉山エリアとい
う、本市の都市個性が際立つ魅力あるエリアの結節点にあ
り、「杜の都」を象徴する場所であるといえます。

〇 仙台らしさを感じられるこの場所で、屋内と屋外で連続性
を持った遊びや、周辺施設と連携した多様な体験や学びが
創出され、こどもたちを中心に、笑顔があふれる遊び場と
なることを目指します。

① 遊びが広がり、こどもの育ちを支える施設

② 体験や学びの機能を重視した施設

③ 親や同伴者も満足できる施設

④ 仙台らしさを感じられる施設

⑤ 多様な人が訪れることができる施設

① 遊びが広がり、こどもの育ちを支える施設

② 体験や学びの機能を重視した施設

③ 親や同伴者も満足できる施設

④ 仙台らしさを感じられる施設

⑤ 多様な人が訪れることができる施設

（参考）西公園南側区域下段エリア全体のゾーニング
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①屋内と屋外の連続性

〇 本施設を多目的広場内の東寄りに
配置し、本施設西側から園内や広
瀬川へ向かって、屋内外の連続し
た遊びを実現する配置とします。

①屋内と屋外の連続性

〇 本施設を多目的広場内の東寄りに
配置し、本施設西側から園内や広
瀬川へ向かって、屋内外の連続し
た遊びを実現する配置とします。

第 6章　施設計画

施設配置施設配置

諸室計画諸室計画

建物配置イメージ

1階

2階

②開かれた施設出入口

〇 地下鉄東西線高架を挟んで北側に整備する駐車場
からの歩行者動線と、本施設の東側の大町西公園
駅からの歩行者動線の両方を考慮して、本施設の
北東側に本施設のメイン出入口を設けます。

②開かれた施設出入口

〇 地下鉄東西線高架を挟んで北側に整備する駐車場
からの歩行者動線と、本施設の東側の大町西公園
駅からの歩行者動線の両方を考慮して、本施設の
北東側に本施設のメイン出入口を設けます。

③計画地の特性を踏まえた配置

〇 本施設は２階建てとしたうえで、一部の遊び場
を１階から２階につなげるなど、空間を立体的
に活用しながら、こどもたちが開放的に遊べる
ようなデザインとします。

③計画地の特性を踏まえた配置

〇 本施設は２階建てとしたうえで、一部の遊び場
を１階から２階につなげるなど、空間を立体的
に活用しながら、こどもたちが開放的に遊べる
ようなデザインとします。

④屋上への連絡橋の接続

〇 西公園上段から本施設屋上に接続するバリ
アフリーに対応した連絡橋を設置すること
で、駅から施設まで円滑にアクセスできる
歩行者動線を整備します。

④屋上への連絡橋の接続

〇 西公園上段から本施設屋上に接続するバリ
アフリーに対応した連絡橋を設置すること
で、駅から施設まで円滑にアクセスできる
歩行者動線を整備します。

(1) 屋内ひろばゾーン
　…広々とした平面空間で思い切り体を動かすことができる遊び場。

(2) ダイナミックゾーン
　…立体的な空間で全身を使ったダイナミックな遊びができるゾーン。

(3) 半屋外ゾーン
　…大屋根による、天候に関わらず自然遊びや外遊びができる場所。

(4) 工作・アトリエゾーン
　…創造的な遊びや活動ができるゾーン。

(5) 読書・くつろぎゾーン
　…こどもたちが本に触れられる、落ち着いて読書ができるゾーン。

(6) 乳幼児ゾーン
　…乳幼児が安全に過ごせる遊び場。

(7) 多様な遊びのゾーン
　…映像やデジタル機器による遊びや学び等、多種多様な活動ができるゾーン。

(8) 飲食・交流スペース
　…様々な活動に利用できるほか、飲食をしながら休憩もできるスペース。

(9) 管理運営エリア
　…施設の管理運営や事業実施に必要となる事務室等。

区分 ゾーン構成・諸室等 想定床面積

遊びのエリア

（屋内）

屋内ひろばゾーン

ダイナミックゾーン
等

遊び以外のエリア

（屋内）
飲食・交流スペース 等

遊びのエリア

（半屋外）

施設延床面積施設延床面積

半屋外ゾーン

合計合計

2,000 ㎡

1,250 ㎡

450 ㎡

3,700 ㎡3,700 ㎡

施設規模
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第 7 章　整備・管理運営手法

第 8章　利用情報
〇 開館日や開館時間、定員数などの利用情報の詳細に

ついては、今後策定する「管理運営計画」において
検討していくこととします。

〇 利用料金のあり方については、保護者向けアンケー
トの意見に加えて、魅力的な施設として持続可能な
運営を図る視点や、子育て家庭の方が利用しやすい
環境を整える視点なども踏まえながら、引き続き検
討を行っていきます。

〇 保護者向けアンケートの結果などから想定される主な来館
手段に応じて、アクセス環境の整備を行います。

〇 地下鉄大町西公園駅からの歩行者については、西公園上段
から本施設に接続する連絡橋を設置します。

〇 車については、計画地の北側に整備予定の平面駐車場を立
体化するなど、駐車台数について最大限の増大を図ります。

〇 団体利用者のバスについては、バスが円滑にアクセスでき、
こどもが安全に乗降できる環境を整備します。

第 9章　アクセス環境

整備期間

管理運営手法

概算事業費

整備手法

〇 民間事業者の専門的なノウハウを生かす視
点から、指定管理者制度を導入することを
想定します。

〇 今後、本基本計画を基に進める設計と合わ
せて、管理運営に関する具体的な内容を定
める「管理運営計画」を策定します。

外観のイメージイラスト

内観（２階）のイメージイラスト

半屋外ゾーンのイメージイラスト

施設イメージイラスト施設イメージイラスト

〇 「分離発注方式」を採用します。

〇 類似施設の実績等を参考に試算した結果、
施設本体の建築工事費として 35 億円程度
を見込みます。それ以外の関連経費につい
ては、最大で 30 億円程度を見込みます。

※ 早期整備の実現に向けた取組を行い、令和 11 年中（年内）の
開館を目指します。

40  

２ 早期整備の実現に向けた取組 

〇 「分離発注方式」で整備を行うするうえで、可能な限り早期整備の実現を目指す観点から、以下の取組を
行うこととします。 
・ 設計の着手時期前倒しの取組として、基本計画策定から速やかに設計段階へ移行できるよう、準備を進め
ていきます。具体的には、設計業務委託事業者の選定・契約までを令和７年度内に行うことで、設計の着手
時期の前倒しを目指していきます。 

・ 設計の後、入札公告から工事請負契約までのスケジュールの整理を行い、工事契約までの契約準備期間
の短縮を図ります。 

・ 設計や工事等の各工程に要する期間についても、設計業務委託事業者の選定段階において、工期の短縮
に向けた提案を求めるなどの工夫をを行います。 

〇 上記の取組にあたっては、本基本計画で定める内容が確実に反映されるよう、各プロセスにおける必要期
間の確保や品質の担保に十分考慮しながら進めていきます。 

 

３ 整備期間 

〇 施設整備においては、設計や工事等に加えて、発注や契約等の所要の手続きに要する期間も踏まえたうえ
で、全体の整備期間を検討する必要があります。 

〇 本施設の整備期間については、前項に掲げる早期整備の実現に向けた取組を行うことを前提としてい、令
和 11年中（年内）の開館を目指します。 

〇 開館までの施設整備スケジュールは下記のとおりです。 
【施設整備スケジュール】 

 

※時期の目安として、実線は年度当初（年度末）、点線は年度途中を示しています。 
 

令和10年度 令和11年度
（2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度）

開館準備

区分 令和7年度 令和8年度 令和9年度
（2029年度）

基本計画

用地

設計

工事

基本計画

地盤調査

文化財調査（現場調査）

総合設計
（基本設計+実施設計）

建築・内装（遊具等）工事

外構工事

開館準備

開

館
契約準備

契約準備

地下鉄東西線地下鉄東西線

連絡橋連絡橋 屋内遊び場屋内遊び場

屋根下ひろば屋根下ひろば

芝生ひろば芝生ひろば

読書・くつろぎゾーン読書・くつろぎゾーン
工作・アトリエゾーン工作・アトリエゾーン

自然の中での遊び自然の中での遊び

水遊び水遊び

砂場砂場

屋根下ひろば屋根下ひろば

ダイナミック
ゾーン
ダイナミック
ゾーン

○ダイナミックゾーン○ダイナミックゾーン

ボルダリングボルダリング

ボールプールボールプール

複合遊具複合遊具

起伏のある空間起伏のある空間

吹抜け空間を活用した

大型遊具やネット遊具

吹抜け空間を活用した

大型遊具やネット遊具

○乳幼児ゾーン○乳幼児ゾーン

○屋内ひろばゾーン○屋内ひろばゾーン バランス遊びバランス遊び

親子で参加できる

イベント

親子で参加できる

イベント

エア遊具エア遊具

ボール遊びボール遊び

休憩・見守りスペース休憩・見守りスペース

エレベーターエレベーター




